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長崎県福祉のまちづくり条例に関する届出等について 

 

１．はじめに 

 

   平成９年４月１日に｢長崎県福祉のまちづくり条例｣が施行され、特定生活関連施設

（路外駐車場）を新設、増設、移転等をしようとする者は、当該特定生活関連施設を整備

基準に適合が義務付けられました。ただし、敷地の状況やその他やむを得ない理由により

整備基準に適合させることが著しく困難であると認められる場合はこの限りではありませ

ん。 

また、既存の特定生活関連施設（路外駐車場）についても、敷地の状況やその他やむを

得ない理由がある場合を除き、当該既存特定生活関連施設を整備基準に適合させる努力義

務があります。 

さらに、特定生活関連施設（路外駐車場）の所有者又は管理者は特定生活関連施設を新

設などするときは、あらかじめ市長へ届出が必要になります。 

 

２．届出が必要になる駐車場（路外駐車場） 

 

  本条例における路外駐車場とは、次の①、②に該当する駐車場をいいます。 

  ①道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供

されるもの 

  ②自動車の駐車の用に供する部分の面積（駐車マス）が 500 ㎡以上のもの 

  ※ただし、機械式駐車場及び道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及

び建築物に附属する駐車場は除きます。 

 

３．路外駐車場の構造及び設備に関する基準 

 

長崎県福祉のまちづくり条例施行規則第４条 

別表第５中 

第４ 路外駐車場に関する整備基準 

整備箇所 整備基準 

１ 出入口 

 

１以上の出入口は、次に定める構造とすること。 

ア 幅は、90 センチメートル以上とすること。 

イ 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 

２ 駐車場 

 

 

 

(１) 車いす使用者用駐車施設を１以上設けること。 

(２) 車いす使用者用駐車施設は、第１の８の(２)に定める構造とするこ

と。（※１） 

(３) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車

施設に至る駐車場内の通路は、第１の３の(１)、(２)のアからエまで及

び(３)に定める構造とすること。（※２） 
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※１ 

８ 駐車場 

 

 

 

 

(２) 車いす使用者用駐車施設（機械式駐車場を除く。）は、次に定める

構造とすること。 

ア 車いす使用者用駐車施設へ通ずる１に定める構造の外部出入口から

当該車いす使用者用駐車施設に至る経路((３）に定める構造の駐車場内

の通路又は３の(１)から(３)までに定める構造の敷地内の通路を含む

ものに限る。）の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 

イ 幅は、350 センチメートル以上とすること。 

ウ 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。 

 

※２ 

３ 敷地内の

通路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 段を設ける場合においては、次に定める構造とすること。 

ア 手すりを設けること。 

イ 主たる階段には、回り段を設けないこと。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 踏面の色をけあげの色と明度の差の大きいものとすること等によ

り段を識別しやすいものとすること。 

(３) 直接地上に通ずる１に定める構造の各外部出入口から特定生活関連

施設の敷地の接する道若しくは空地（建築基準法（昭和 25 年法律第

201 号）第 43 条第１項ただし書に規定する空地に限る。）（以下こ

れらを「道等」という。）又は車いす使用者が利用する自動車の駐車の

用に供する部分（以下「車いす使用者用駐車施設」という。）に至る敷

地内の通路のうち、それぞれ１以上の敷地内の通路は、次に定める構造

とすること。 

ア 幅員は、120 センチメートル以上とすること。 

イ 高低差がある場合においては、次に定める構造の傾斜路及びその踊

場又は車いす使用者用特殊構造昇降機（建築基準法第 38 条の規定に

基づき建設大臣が認める昇降機又は建築基準法施行令（昭和 25 年政

令第 338 号）第 129 条の３第１項第１号の建設大臣が定める基準に

適合する昇降機で専ら車いす使用者の利用に供するものをいう。以下

同じ。）を設けること。 

(ア) 幅は、内法を 120 センチメートル（段を併設する場合にあって

は、90 センチメートル）以上とすること。 

(イ) 勾配は、12 分の１（傾斜路の高さが 16 センチメール以下の場

合にあっては、８分の１）を超えないこと。 

(ウ) 高さが 75 センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ 75

センチメートル以内ごとに踏幅 150 センチメートル以上の踊場を
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設けること。 

(エ) 傾斜路には、手すりを設けること。 

(オ) 壁のない傾斜路にあっては、左右の縁端部には脱輪防止用の高

さ５センチメートル以上の立ち上がりを設けること。 

(カ) 敷地内の通路に排水溝等を設ける場合においては、当該排水溝

等に蓋等を設け、車いす使用者等の通行に支障ない構造とすること。

(キ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(ク) 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する敷地内の通路の色

と明度の差の大きい色とすること等により識別しやすいものとする

こと。 

 

 

４．届出の方法 

 

  ①届出に必要な書類 

   ・特定生活関連施設新築等届出書（様式第 3 号） 

  ②添付資料 

・特定生活関連施設整備項目表（様式第２号） 

・特定生活関連施設の区分に応じた別表第６に掲げる図書 

  ③届出部数 

   2 部 

  ④届出期日 

   工事着手前まで 

 

※変更の場合は、特定生活関連施設新築等変更届出書（様式第 4 号）に②の資料 

（変更しようとする事項に係るもの）を添付してください。 

※当該届出に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を特定生活関連施設工事

完了届出書にて届け出る必要があります。（様式第 5 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

平成 28 年 4 月 長崎市土木企画課 

様式第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号 
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別表第６（第５条、第６条、第９条、第 11 条、第 12 条、第 13 条関係） 

特定生活関連施設

の区分 

図書 

種類 記載事項 

路外駐車場 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低差、敷地内

における別表第５の第４の１に定める基準に適合

する出入口、通路、駐車場その他の主要施設の位置

及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員、駐

車場のうち同表の第４の２に定める基準に適合す

る車いす使用者用駐車施設の位置及び幅 

 

様式第４号 
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様式第５号 
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